
秋田信用金庫 

1 
（2020 年 4 月 1 日） 

普通預金（無利息型普通預金を含む）規定 

 

当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これ

を承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。 

 

1．（取扱店の範囲） 

普通預金および無利息型普通預金（以下「この預金」といいます。）は、当店のほか当

金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。 
2．（振込金の受入れ） 

（1）この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人

より、当該振込みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資

金を振込人に返却します。また、この預金口座の名義人に相続が開始した後（当金庫

が預金口座名義人の死亡届を受理した後）の振込金は、入金の受入れをせず、資金を

振込人に返却します。 
（2）この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信に

よる取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 
3．（預金の払戻し） 

（1）この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して

この通帳とともに提出してください。 
（2）この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手

続きをしてください。 
（3）同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを

支払うかは当金庫の任意とします。 
（4）前三項の規定にかかわらず、本規定に定めるこの預金の預金口座の名義人に相続が開

始した後（当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後）は、当該名義人の共同相

続人全員の総意（相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。）による払戻し請

求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第３項の保全処

分、または民法第 909 条の２の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、こ

の限りではありません。 
4．（利息） 

この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残

高から除きます。）1,000 円以上について付利単位を 100 円として、店頭に表示する毎日

の利率によって計算のうえ毎年２月と８月の第３土曜日の翌日に、この預金に組入れま

す。なお、利率は当金庫任意の日に変更し、新利率は当金庫が定めた日から適用します。

また、無利息型普通預金には利息をつけません。 
以 上 


